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の選任方法等について
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財団法人設立スケジュールについて
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財団設立協議
（定款(案)・給与規程(案)、管理運営費等）

財団設立準備
（設立時評議員、理事等の就任承諾、設立総会等）

参考
（R6.6月時点）
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理事会

理事会

評議員及び理事等の選任方法（案）

理事会

理事会（理事）

【権限】⑴ 業務の執行（病院運営）の意思決定
⑵ 代表理事の選任・解任・監督

【定数】 ８人
※市町村選出理事は１２団体でローテーション
（Ｐ３参照）

備考選出職

事務局から推薦病院運営経験者等理事長

統括監級（予定）沖縄県専務理事

北部地区医師会から推薦北部地区医師会理 事

各市町村から推薦市町村〃

〃市町村〃

沖縄県病院事業局から推薦沖縄県病院事業局〃

琉球大学病院から推薦琉球大学病院〃

事務局から推薦地域医療機関〃

評議員会（評議員）

【権限】⑴ 理事・監事の選任・解任
⑵ 定款の変更

【定数】 ５人
※市町村選出評議員は９団体でローテーション
（Ｐ３参照）

備考選出職
部長級（予定）沖縄県評議員

各市町村から推薦市町村〃

北部地区医師会から推薦北部地区医師会〃

事務局から推薦（大学教授等）有識者〃

事務局から推薦（税理士会）〃〃

監 事
【権限】 業務監査・会計監査
【定数】 ２人

備考選出職
事務局から推薦（弁護士会）弁護士監 事

〃 （公認会計士会）公認会計士〃
２



評議員及び理事等の選任方法（案）

３

【事務局案】北部12市町村からの評議員及び理事の選任方法

〇北部12市町村からの評議員（１名）及び理事（２名）の選任方法について、下記の
とおり構成団体の意見を踏まえた事務局案を示し照会を行い、北部12市町村すべて
から「事務局案のとおりでよい」との回答を得ております

→下記の事務局案を北部12市町村からの評議員及び理事の選任方法としてよいでしょうか

→２ページ「評議員及び理事等の選任方法」（案）の備考欄を評議員、理事及び監事の
選任方法としてよいでしょうか



評議員及び理事等の選任方法（案）

４

〇事務局から推薦 ・・・評議員：有識者２名（大学教授等、税理士会）
理 事：理事長１名、地域医療機関１名
監 事：弁護士１名（県内弁護士会）

公認会計士１名（県内公認会計士会）

〇北部12市町村 ・・・評議員１名：国頭村
理 事２名：名護市 、 伊是名村

〇沖縄県 ・・・評議員１名：（部長級を予定）
理 事１名：専務理事（統括監級を予定）

〇北部地区医師会 ・・・評議員１名
理 事１名

〇沖縄県病院事業局 ・・・理 事１名

〇琉球大学病院 ・・・理 事１名

【財団設立時（Ｒ７年度～）の評議員及び理事等】



定款の基本的な考え方

（ ２ ） 財団法人設立に向けた組織体制等の検討
財団法人を設立するためには、定款を作成し、その中で理事等の人数や選任方法、基本財産の額などを定め

る必要があります。また、開院時までに必要な組織体制、その運営費や人件費、出捐額、そしてその費用負担
についても検討する必要があります。
これらを公立沖縄北部医療センター整備協議会で協議するに当たり、財団法人設立部会（仮称）を設置し、

出捐規模や、評議員、理事、監事の人数や人選、北部医療財団の組織体制等を検討します。

公立沖縄北部医療センター整備基本計画（令和４年３月）

一般財団法人の定款には、次の⑴から⑽までに掲げる事項
を記載（記録）しなければならないとされている。（一般社
団法人及び一般財団法人に関する法律第153条）

法的な位置づけ

⑴ 目的
⑵ 名称
⑶ 主たる事務所の名称
⑷ 設立者の氏名または名称及び住所
⑸ 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
⑹ 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に
関する事項

⑺ 設立時会計監査人の選任に関する事項

⑻ 評議員の選任及び解任の方法
⑼ 公告方法
⑽ 事業年度

資産200億円以上の大規模一般財団法人は必置

第１章 総則

第２章 目的及び事業

第３章 資産及び会計

第４章 評議員

第５章 評議員会

第６章 役員

第７章 理事会

第８章 委員会

第９章 定款の変更及び解散

第10章 事務局

第11章 情報公開及び個人情報の保護

第12章 公告の方法

第13章 補足

※参考 他県事例

各章
に
規定
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組織体制（事務局体制イメージ）

説明
（求めに応じ）

理事
（北部地区医師会）

理事
（市町村）

理事
（市町村）

理事
（県病院事業局）

理事
（琉球大学病院）

理事
（地域医療機関）

評議員会

評議員
（県）

評議員
（市町村）

評議員
（北部地区医師会）

評議員
（有識者①）

評議員
（有識者②）

監事

監事
（弁護士）

監事
（公認会計士）

理事会
理事長

※病院運営経験者等

専務理事
（県）

選任、解任 監査

選任・解任

説明
（求めに応じ）

報告

法人事務局

北部医療ｾﾝﾀｰ

事務局長

院長 副院長

職員
・
・
・

・
・
・

・
・
・

執行機関
選定・解職

評議員 :定款第12～15条
評議員会:定款第16～25条

定款第26
～32条

定款第2,47条
理事 :定款第26～32条
理事会:定款第34～42条
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組織体制（事務局体制イメージ）

７

看護体制等企画

理事長

副理事長
（病院長）

看護部長 看護副部長

２名

業務課長

主任課長代理

課長代理

主任

主任

主任

主任

８名

経営・診療体制総括

人材確保総括

１１名体制

法人事務局体制 他県事例（職員610名体制）

理事長

専務理事
（事務局長）

仮）総務企画
課長

仮）医師・看護師
確保課長

仮）総務企画
係長

仮）医師・看師師
確保係長

仮）看護課長 仮）看護係長

※職員数について調整中

法人事務局体制（案） 公立沖縄北部医療センター（職員1,271名体制）

主任

主任

主任

■
■

■
■

■
■


